
 

 

会 議 録 

会議の名称 第２１回茨木市こども育成支援会議 

開催日時 平成２８年１０月２５日（火） 午後６時３０分～８時３０分 

開催場所 茨木市役所１０階大会議室 

出席委員 

 

植木委員、木下（栄）委員、栗本委員、古賀委員、古座岩委員、更屋委員、下田

平委員、庄司委員、城谷委員、田口委員、中村委員、西之辻委員、福田委員、三

角委員、山下委員 

（五十音順） 

欠席委員 明石委員、奥本委員、木下（和）委員、慎委員、藤田委員 

（五十音順） 

事務局 河井副市長、佐藤こども育成部長、岡こども育成部理事、松本こども政策課長、

中井こども育成部次長兼子育て支援課長、浦子育て支援総合センター所長、西川

保育幼稚園課長、幸地学童保育課長、大神市民文化部次長兼人権・男女共生課長、

青木福祉政策課長、澤田生活福祉課長、河崎健康福祉部次長兼保健医療課長、浜

本保健医療課参事、徳永商工労政課長、小塩学務課長、小島青少年課長、尾﨑教

育センター所長、東井こども政策課長代理兼給付支援係長、中坂こども政策課政

策係長、河上こども政策課職員 

 

 

案件 ○次世代育成支援行動計画（第３期）平成 27 年度実施状況報告書（案）につい

て 

○次世代育成支援行動計画（第３期）関連の平成 28 年度の新規・拡充事業につ

いて 

○「未来はかえられる」～子どもの貧困対策～平成 27 年度実施状況報告書（案）

について 

配付資料 ○次第 

○「未来は変えられる」～子どもの貧困対策～平成 27 年度の実施状況報告書（案） 

○当日資料 
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発 言 者 発 言 内 容 

司会 

松本課長 

皆さん、こんばんは。こども政策課、松本です。ご案内の時間となりましたの

で、ただいまから茨木市こども育成支援会議を開催いたします。 

本日は、大変ご多用のところ、ご出席をいただきまして、まことにありがとう

ございます。会議開会に当たりまして、副市長河井豊からご挨拶を申し上げます。 

河井副市長 改めまして、皆様、こんばんは。副市長の河井でございます。 

第 21 回の茨木市こども育成支援会議の開会に当たりまして、ご挨拶を申し上げ

ます。 

本日は、委員の皆様方には夕方の時間帯ということで、仕事等でお疲れのとこ

ろ、お集まりをいただきまして、まことにありがとうございます。 

また日ごろは、市政の推進、特に子育て支援の各施策につきまして、ご理解、

ご協力をいただいておりますことを、この場をおかりしまして御礼を申し上げま

す。 

この会議は、市が計画等に基づきまして実施をしております各事業につきまし

て、市民目線また事業者、当事者の視点からご意見をいただいているところでご

ざいます。本日は、前回に引き続きまして、次世代育成支援行動計画実施状況報

告書（案）につきまして、また子どもの貧困対策「未来はかえられる」の実施状

況報告書（案）などにつきまして、ご意見をいただく予定としております。それ

ぞれの立場から、委員の皆様が日ごろ感じておられる子どもの状況や必要な支援

などにつきましても、活発なご意見・ご議論を賜りますようお願いを申し上げま

して、まことに簡単ではございますが、ご挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願い申し上げます。 

司会 

松本課長 

次に、本日の委員の出席状況についてですが、本日の欠席のご連絡をいただい

ておりますのは、明石委員、奥本委員、木下和子委員、慎委員、藤田委員でござ

います。また、木下栄一委員のほうからは、少しおくれる旨、連絡をいただいて

おります。 

よって、半数以上の委員に出席をしていただいておりますので、こども育成支

援会議条例の規定により、会議は成立しております。 

なお、この後の会議の進行につきましては、条例の規定によりまして、福田会

長にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

福田会長 こんばんは。 

それでは、第 21回の茨木市こども育成支援会議を進めさせていただきます。 

議案審議に入る前に、幾つか確認したい事項がありますので、よろしくお願い

いたします。１点目は、第 20 回会議録（案）を送付させていただきました。 

更屋委員より修正のご連絡をいただいておりますので、事務局より説明をお願

いいたします。 
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事務局 

中坂係長 

会議録（案）の修正につきまして、更屋委員からご連絡をいただきました。本

日、お配りしております第 20 回茨木市こども育成支援会議会議録（案）修正とい

う資料として、配付いたしました。皆様、また、ご確認いただければと思います。

よろしくお願いいたします。 

福田会長 

 

はい、ありがとうございました。 

更屋委員、よろしいでしょうか。 

更屋委員 はい。 

福田会長 ありがとうございます。 

ほかに会議録について、何かご意見等ございましたらお願いいたします。 

よろしいでしょうか。今回も会議録作成の関係上、ご発言いただける場合、ま

ず「○○です」と名前をおっしゃっていただいてから、発言いただきたいと思い

ます。 

よろしいでしょうか。それではこれをもちまして、第 20回の会議録（案）を確

定させていただきたいと思います。ありがとうございました。 

では、もう１点、前回会議で古賀委員から質問がありました前回案件（１）の

次世代育成支援行動計画平成 27 年度実施状況報告書（案）25 ページ、事業ナン

バー欄は「追加」と記載されている「通学路見守り用カメラ設置事業」の件につ

いて、事務局からの回答をお願いします。 

事務局 

松本課長 

本日、危機管理課のほうに確認しました「通学路見守り用カメラ設置事業」に

ついて、報告のほうをさせていただきます。 

前回、ご質問をいただいておりましたのが、設置場所に関して、関係団体と協

議はされたのか、また、設置状況について、その周知等について、ご質問をいた

だいておりました。 

平成 27 年 10 月から大阪府警察本部や茨木警察署、茨木市自治会連合会、茨木

防犯協会、市教育委員会等と防犯カメラが効果的に設置できるように、設置場所

を中心に調整を進めてきたとのことです。 

また、現在の防犯カメラの設置状況ですが、市内 32 小学校区の通学路を中心に

320 台の防犯カメラの設置が完了しており、10月より運用をしているところです。 

設置状況の周知につきましては、「通学路見守り用防犯カメラ事業」としまして、

広報いばらき 10月号に掲載するとともに、市のホームページのほうにも「通学路

に防犯カメラを設置します」というタイトルで情報の掲載を行い、市民の方にも

周知を図っているとのことです。 

なお、詳細な設置場所につきましては、防犯対策上、公開はしておりませんの

で、ご理解をお願いいたしますとのことでした。 

福田会長 古賀委員、よろしいでしょうか。 

ありがとうございました。 

それでは、本日の案件に入っていきたいと思います。本日の案件一つ目、次世

代育成支援行動計画平成 27 年度実施状況報告書（案）に入ります。前回の会議で

は、小・中学校期、25ページまでのご意見をいただきました。本日は、青年期以

降について見ていきたいと思います。 
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まずは、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

中坂係長 

それでは、前回配付しております資料１、次世代育成支援行動計画（第３期）

平成 27 年度実施状況報告書（案）と当日資料をごらんください。前回資料を本日、

お持ちでない方がいらっしゃれば、挙手いただければと思います。よろしいでし

ょうか。 

前回、委員の皆様から「件数の増減だけを示すのではなく、原因分析をしてい

れば説明を加えるなど、表現方法の工夫をしてほしい」また、「事業の必要性を伝

えられるような記載方法を」といったご意見をいただきました。ご意見を反映し

て修正したもののうち、青年期以降分を当日資料として配付しております。報告

書（案）とあわせてごらんください。 

昨年度の会議の中でご意見をいただいたものと、新規に実施している事業につ

いて前回ご説明をいたしました。今回もご説明をというところなんですけれども、

報告書（案）の 26ページ、青年期以降の事業につきましては、昨年度の会議の中

で、特にご意見いただいたものがございませんでした。また、新規に実施してい

る事業で、「未来はかえられる～子どもの貧困対策～」の中で、取り組んでいるも

のにつきましては、次の案件で説明させていただきたいと考えております。 

それ以外の事業で新規実施したものといたしまして、32 ページをごらんくださ

い。事業番号 2205 番、プロフィールブックの普及がございます。市内共通のプロ

フィールブックを作成し、市ホームページに掲載いたしました。また、プロフィ

ールブックをつづることができる、いばらきっ子ファイルをあけぼの学園、ばら

親子教室、すくすく教室利用者や保育所等、訪問支援利用者の保護者等に配布し

て、周知、活用に努めました。保護者や関係機関へのさらなる周知の強化を図っ

ていきたいと考えております。 

福田会長 ありがとうございました。今日は、青年期以降、26 ページ以降ですね、ご意見

をいただきたいということでございます。ただいまの説明、手短に必要なところ

だけ説明してもらいました。青年期以降の資料につきまして、ご意見、ご質問を

受け付けしたいと思いますけれども、その前に、本日ご欠席の奥本委員からご意

見をいただいておりますので、いただいている意見とあわせて事務局からの回答

をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

事務局 

中坂係長 

奥本委員からご意見をいただいておりますので、お伝えします。 

2201 番の事業になります。すくすく教室の運営の今後の改善方法についてのご

意見です。今年度から指導員の大幅入れかえがあり、発達障害の子どもに対して

経験不足な若手が中心となり、大変残念と聞いています。もちろん、指導員を育

てていくには現場の経験が大事ですが、親の不安を大きくさせているようです。

すくすく教室に通い出すことになった親のメンタルは、挫折感でつぶされそうな

思いと現実を受け入れたくない思い、毎日、障害についての情報を狂ったように

読みあさり、非常に不安定な精神状態の親がほとんどです。専門の教室に通える

となり、期待を膨らまし、少しでも我が子が芽生えてくれればとすがる思いです。

生まれて間もない子どもの現実を受け入れられるかどうか、一番大事な選択の時

期です。親のメンタルも一番不安定ですので、どうか人員の配置には、できるだ
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け配慮いただきたいと思います。というご意見が１点ございます。 

もう１点いただいておりますので、ご紹介します。 

2203 番の事業の児童発達支援センターの運営の今後の改善項目についてのご意

見です。相談支援、交流会や研修会、活動内容については非常に充実しています

が、現場の人員の数が充実していないと聞きます。相談支援利用の親の話では、

予定を忘れられたり、手配していなかったなど、担当者の仕事量が多過ぎて、対

応がおくれているとのことです。このままでは、パンクして縮小という名の廃止

をされるのではという声もあります。現状を知る親は、新規で相談したくても遠

慮しています。自分で動くしかないなど暗黙の了解になっています。とのご意見

をいただいております。 

福田会長 二つご意見をいただいているということですね。ありがとうございました。 

それでは一つ目、すくすく教室の運営のほうについて、よろしくお願いします。 

事務局 

中井課長 

まず、職員の異動に関連いたしまして、保護者の方、利用者の方にご不安を抱

かせてしまいまして、大変申しわけなく感じています。ただ、新しく配置された

保育士につきましても、一定、療育経験や保育所保育の経験がある保育士を配置

しておりますし、また配置後につきましても、療育に関連する研修に積極的に参

加させるなど、質の向上にも努めておりますので、ご安心をいただきたいという

ふうに思います。なお、今後も職員の異動につきましては発生してまいりますけ

れども、担当課といたしましては、すくすく教室を初めとした療育施設の専門性、

また、発達に支援を要する児童を持つ保護者の方の心情などにも十分配慮した体

制となるよう取り組んでまいりたいというふうに考えております。 

福田会長 ありがとうございます。すくすく教室についてでした。委員の皆さん、これに

関連してご質問等ございますでしょうか。 

奥本さんからご指摘があったような形で、指導員が大幅に入れかえられたとい

うことは、実際あったんでしょうか。 

事務局 

中井課長 

はい。ちょっと大きな異動というような形になっていますけれども、実際にま

た新たに配置された保育士さんについては、先ほど申し上げましたように療育経

験がある保育士であるとか、一定の保育所での経験、相談業務に従事した職員を

配置しております。 

福田会長 わかりました。あと、大分抑制的にご意見くださったのかなと思いますけども、

人員に配慮をいただきたいというふうなご意見もあったかと思いますけれども、

これについては事務局いかがでしょうか。 

事務局 

中井課長 

人員の体制の問題についても、実際の業務、それから相談件数の増加でありま

すとか、そういったものございますので、できる限り充実した体制をということ

を考えておりますけれども、やはり全体の保育士の人数等も限られておりますの

で、その中でどのように保護者の方のニーズに応えていくか。そういったことを

担当課しては考えていきたいというふうに思います。 

福田会長 ありがとうございました。よろしいでしょうか。 

それじゃあ、２点目、2203 番についてお願いします。 

事務局 このたびご指摘いただいた部分について、当該のあげぼの学園に確認のほうさ
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中井課長 せていただきましたけれども、このお話がこのケースというふうに確定するまで

には至っておりません。ただ、体制がどうでありましても、ご指摘をいただいた

部分については、あってはならないことというふうに思っておりますので、いま

一度、相談体制について、この機会を利用して見直してまいりたいというふうに

考えております。なお、相談支援事業につきましても、あけぼの学園、民間事業

所問わず、相談支援専門員の数自体が不足しているような現状にございますので、

今後、市として、どういう形でこの相談支援員の数をふやしていけるか、取り組

めるところがあれば検討してまいりたいなというふうには考えております。 

福田会長 ありがとうございました。先ほどの人員の部分とも関連するのかなと思います

けれども、多分、利用する親御さんのほうがセンターの大変さを見積もって、相

談するのを手控えているというんですかね。そういう状況にあるのではないかと

いうふうな奥本さんからの指摘だったんだと思います。多分、そこら辺は、実際

に相談に当たられている方からすると、ちょっとわかりにくいところなのかなと

いうふうに思いますので、奥本さん、なかなか、多分、実際に子育てもあって、

この会議にはご参加いただけないことが多くて残念なんですけれども、いただい

たご意見を事務局としては、しっかり受けとめていただいて、ここに出てきてい

る実際の延べ人数を上回るところに、まだ実際のニーズというのがあるんだとい

うことをぜひご理解いただきたいなというふうに思いました。先ほどのすくすく

教室の運営とも関連しますけども、現場の人員が足りてないんじゃないかという

ところに、どう対応していくのかというところをぜひ事務局としては、ご検討い

ただきたいというふうに思います。 

委員の皆さん、他にご意見はないでしょうか。 

はい、ありがとうございます。それでは、奥本委員からの質問、以上２点とい

うことでした。 

それでは、次、これは、前回の積み残し部分です。木下（栄）委員からのなん

で、どうしましょうかね。あと 10 分ぐらいで来られるのかなというところもあり

ますので、ちょっと積み残しのところ、さらにちょっと置いときまして、それ以

外ですね。青年期以降の部分について、その他の委員からのご意見、ご質問をい

ただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

26 ページから 28 ページが青年期ですね。それから 29 ページから 37 ページが

社会的な支援が必要な子どもや家庭への支援の展開。38、39 ページが仕事と生活

の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた施策の展開というところに

なっております。 

はい、古賀委員どうぞ。 

古賀委員 30 ページの 2108 番。２点あります。 

学習・生活支援のほうなんですが、まず１点目。市内３カ所ということで、平

成 28 年度に西ブロックの開設を予定されているというふうに書かれていますが、

その４カ所を教えていただきたいのと、それから、校長先生の推薦がなければ、

その支援も受けることができないとか、いろんな縛りの中で、対象に入っている

子どもたちが全員そういう支援を受けることは、可能ですか。それとも不可能な
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んですか。それとも可能に向けて何か働きがあれば、またその辺を教えていただ

きたいと思います。 

福田会長 古賀さんありがとうございます。2108 番。当日資料のほうにも記載があるかな

というふうに思いますけれども。はい、事務局よろしくお願いします。 

事務局 

澤田課長 

まず、学習支援なんですけど、３カ所、今現在、昨年度から行っているところ

が、まず沢良宜いのち・愛・ゆめセンター、それともう一つが、総持寺いのち・

愛・ゆめセンター、中央ブロックでもう一つが社会福祉協議会ということで、社

会福祉協議会が入っている福祉文化会館の、１室でやっております。さらに今年

度、１カ所、郡山の公民館のほうで行っております。 

現在、基本的には、まず生活保護を受給されている方が対象になっております。

それプラス、ひとり親世帯で希望される方ということで対象にはしておりますが、

対象で希望される方を基本的には引き受ける方向で、相談支援員が、家庭訪問も

行っております。物理的に人数の上限がどうしてもあるので、今後、対応として、

どうやって人数をふやしていくのかというところは、検討課題としてございます。 

ただ実際の話、今のところ、希望される方の中で、参加できていない、「私、希

望したんやけど参加できていない」という方は、いらっしゃらないので、本人さ

んが希望される方について、あと特に学校長が、「この子は本人は希望しないけれ

ども、ちょっとそういうところに行かせたほうがええな」というような子につい

ては、積極的に引き受けております。もともと対象とされる子が、どちらかとい

うと、本人が希望して来るというよりも、周りのほうから見て「参加したほうが

この子はいいかな」という子が、主に対象になっていますので、学習塾という部

分の見方ではなくて、学習・生活の支援、特に生活の支援のほうを主にというふ

うに考えておりますので、希望があれば引き受ける。その中から、さらに本人は

希望していないけれども、親とかに、「参加してください」という話を持って行く

と。そういう形でやっております。 

古賀委員 民間のそういうような施設のところは、割とハードルが低いというか、何か人

気があるというか、教える側も兄弟関係みたいな感じで行きやすいというような

ところがあるみたいです。背景には、やっぱり家庭環境なり親がものすごくしん

どくて、子どもにそこまで学習の道を示すということができない。だから、それ

は子どもたちは、そういうような気持ちになるような支援、だから、学習の面で

も大事なんですけれども、そういう生活の支援。だから親子、その母親にも、や

っぱり目を向けながらでないと、家に帰って子どもたちの学習スタイルというの

は、家で完全にできてない。中には、なかなか定着しないと思うので、だから子

どもたち、生徒が、学習の支援を受けるだけという１点だけではなくて、その親

というのか、その辺のサポートも必要かなというのが、私がちょっと聞いた中で

は、やっぱりそういうところに行かせたいんだけど、子どもも不登校が続いたり

とか、親もしっかり朝、子どもを出せないような生活環境の中で、ただ学習とい

う一番興味のないところに行かされるというものではなくて。だから、ちょっと

時間はかかるかもしれないんですけれども、親の支援もやっぱり組み込みながら、

子どもたちが学習意欲に向けて後々は。だから、後悔しないような中学生活とか
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進路に向けての準備というのは、周りでサポートできる人たちはフルに使って、

福祉政策課からも、きょう来られていますので、そういう面から全員でサポート

できるような体制。学習オンリーじゃなくて、そういうような感じで、もうちょ

っとゆるくしたら、子どもたちも喜んで行けるかなというふうに、ちょっと希望

なんですけれども、思っています。 

福田会長 ありがとうございました。学習指導にあわせて、生活指導の面も配慮していた

だいているというふうなご回答で、古賀さんのほうからも、そちらのほうの支援

というのもあわせてやっていただきたいということですので、学習・生活支援に

ついて、中身ですね、今以上に、今の方向性で進めていただければなというふう

に思います。ありがとうございました。 

ほか、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

それじゃあ、木下（栄）委員も到着されましたので、前回の積み残し部分にま

ず入っていきましょうか。27 ページ、事業番号 1410 番のデートＤＶの防止啓発

について、前回、木下（栄）委員のほうからお話があったかと思います。 

木下（栄）委

員 

昨日別の会議をやったときに聞いてしまったんですが、ここでは初めてなので

質問します。 

遅参して申しわけございません。 

デートＤＶについてなんですけれども、きのうの男女共生の会議で同じテーマ

が出たので質問してしまったんですけれども、デートＤＶって一体、どういう数

字を把握されているのか。要は、実質の数字として見たことがない。今、デート

ＤＶは何件起こっています、何件発生していますというようなことが見えない状

況の中で、対策とその効果というところ、どういうところで測定するのかいう疑

問がちょっとあって。もともとデートＤＶって見えにくいんだろうなと。されて

いる側の認識もそうですし、なかなか表に顕在化しにくいテーマなんだろうなと

いうこともあって、昨日、ご質問させていただいた次第でございます。ほかの委

員もいらっしゃいますので、デートＤＶについて、またご説明いただければと思

います。 

福田会長 事務局お願いします。 

事務局 

大神課長 

デートＤＶの件でございますけれども、ここ３年間の数字をお示しさせていた

だきたいと思います。平成 25 年がＤＶに関する相談が、全体で延べ 320 件ある中

で、デートＤＶと把握しておりますのが５件。平成 26 年度が 782 件中 12 件。平

成 27 年度 962 件中４件ということで、相談自体も相当ふえておりますが、デート

ＤＶの数値につきましては、今申し上げた数字ということで把握をさせていただ

いています。この数字につきましては、平成 25、平成 27 年度は４月から茨木市

配偶者暴力相談支援センターを立ち上げ、その配偶者暴力相談支援センターで受

けた数値の中での把握となっておりまして、警察ですとか、その他の相談窓口に

つきましては、まだ残念ながら集約ができてないというような状況でございます。 

あと対策ということでございますけれども、デートＤＶといいますか、交際を

されている中で起こるようなＤＶということなんですけれども、若年の間からそ

うしたＤＶを起こさない、あるいはＤＶであるということを気づいてもらうため、
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全中学校のほうに、「あなたも私も大切に」というデートＤＶの啓発冊子を毎年、

配らせていただいておる状況でございます。 

それから、平成 26年度からですけれども、ローズＷＡＭで「ＬＡＰ いばらき」

という市民ボランティアグループがございます。これはデートＤＶ予防啓発ファ

シリテーター養成講座を全 10 回で開催したんですけれども、そこに参加いただき

ました皆さんが立ち上げられたグループでございます。こちらのグループがご要

望がありました中学校に、先ほどの啓発冊子等を用いたワークショップ、いわゆ

る参加型の啓発に出向くというような事業を実施しております。26 年度が中学校

に１校、27年度は中学校４校、今年度は今、お申し出いただいているところ３校

ございますので、そうした取り組みをさせていただいているということです。 

デートＤＶ、先ほど気づきにくいというお話もございました。実際には、例え

ば携帯電話を常にチェックされるとか、あるいは行き先等もどこへ行くというよ

うなことをチェックするとか、自分以外の異性と話をすることを禁止するとか、

本人が気づいていないような例がやはりございます。そうしたことが起こらない

ようにということで、啓発を続けている、このような状況でございます。 

福田会長 ありがとうございました。 

木下（栄）委

員 

この件、ちょっと気になっているのは、男女関係においての特に暴力に関する

ところの教育って、今までの歴史的なところで余り行政がかかわっていくという

ことは、なかったのかなって勝手に思っているんですけれども、もし違ったら指

摘してください。 

当然これは、健全たる男女関係の交際があって、婚姻生活を結んで夫婦生活を

継続していくということは、当然そこにその夫婦で子どもをもちたいという感情

があって、その夫婦で子どもを育てたいという感情が生まれて、それがきちんと

成熟されないまま、暴力という形が見えないまま婚姻生活を持って、結局離婚で

あったりとか、ひとり親がふえてしまうとかというような、家庭内ＤＶにつなが

るというところであって、ここはやっぱり単なるデートＤＶで若者の問題という

ことではなくて、将来にわたって子育てに関するところであったり、夫婦関係で

あったり、社会に関するところの問題として大きくかかわってくるんだろうなと

思っているんですけれども、ただ、それが実態の数字として把握できていないと

いうことで、特に中学校の教育であったり、高校であったりというところの活動

をまた広めていただければなというふうに思いました。 

福田会長 

 

ありがとうございます。 

多分、家族の暴力のことについて、行政というか、法的に積極的に介入し出し

たのって 2000 年以降ですね。児童虐待防止法しかり、高齢者、障害者の虐待問題

もそうなんですけれども、今、木下（栄）委員からお話があったみたいに多分、

子どものうちのこの暴力というか、パワーをどうコントロールしていくのかとい

うところが、その後に影響を与えてくるというところがとてもあると思いますの

で、デートＤＶのことにどう社会がかかわっていくのか、そこをどう啓発してい

くのかというのが、とても重要な施策になっていくのかなと思います。 

ただ、先ほど事務局からご説明があったみたいに、現にキャッチしている相談
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もあるということなんですけれども、子どもからデートＤＶについての相談を受

けるとしたら、まずどこに相談したらいいのでしょうかね。 

事務局 

大神課長 

相談窓口は、やはり先ほど申しましたように、直接ご連絡等いただくんでした

ら茨木市配偶者暴力相談支援センターのほうでお受けしております。ご連絡いた

だきましたら、ご相談に応じ、アドバイスもさせていただきますし、当然、学校

のほうでも、やはり現実的には、身近な大人、先生方にご相談いただく。そこか

ら、配偶者暴力相談支援センター等の専門相談員のほうに、つないでいただく。

そうした対応をしております。 

福田会長 ありがとうございます。多分、そうかなあと思ったんですけれども、多分、中

学生とか高校生とかが、さあ相談だってなったときに、どこに相談したらいいの

か。配偶者暴力相談センターだって言われたときに、「えっ」というね、ちょっと

ネーミングのギャップってあるのかなみたいなところがありまして、組織として

は一緒でもいいのかもしれませんが、子どもの相談を受けるときの受け方ですよ

ね。そこについて一つ工夫があってもいいのかなという気は、しておりますけれ

ども。 

事務局 

大神課長 

ありがとうございます。また、そうしたネーミングも含めて考えてまいりたい

と思います。 

それから、先ほど木下（栄）委員がおっしゃった中で、子どものころからの暴

力の連鎖といいますか、やっぱりＤＶがある家庭で、ＤＶを見て育った子どもさ

んは、そうした暴力によるものの解決というようなことで、そうしたことが常に

身近にあるものですから、それが当たり前というような状況になるようなケース

もございます。そうしたところも含めて、やはり面前ＤＶという子どもの前での

ＤＶにも、子育て支援課とも連携しながら取り組んでいきたいと思います。よろ

しくお願いします。 

福田会長 ありがとうございました。 

はい、下田平委員どうぞ。 

下田平委員 さっきのＤＶのことなんですけども、主任児童委員をしていまして、今持って

いるケースで、妹が兄から暴力をうけているということを嫌だなと思っていたこ

とをたまたま学校の先生に話して、これは大変だということになりました。誰か

にそれを言えるという場。電話で相談するとか、なかなかしんどいし、相談して

いいことなのかどうかもわからないままというところがあります。今回は、大き

いことにならなかったのでよかったんですけれども、子どもが、暴力をうけるこ

とが普通のことじゃないんだということを理解し、誰かにそれを話ができるとい

う場があるってすごく大事なことかなと思いますので、よろしくお願いします。 

福田会長 ありがとうございます。多分、委員の皆さん、具体的に見ている案件事例が、

きっとあるんだろうと思います。 

ＤＶについて、デートＤＶですね。今ご意見をいただいておりますけども、関

連して何かご意見があればお伺いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

西之辻委員 根本的な原因の一つに、表現力が乏しいということが言えるんではないかなと

思うんです。暴力の手段を使ってしまうというのは、人間関係の言葉のやり取り
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の中に、十分な意思の疎通ができていないということが一つの原因になるかと思

うんですが、実は私、劇団をしばらくやっていたことがありまして、学校教育の

中に芝居をつくっていくということが、非常におもしろい経験になるんではない

かなと思っているところがありまして、ちょっと参考に意見なんですけれども。

何もないところから何かをつくっていって、その言葉のやり取り、出てくる言葉、

それから、相手の言葉の裏側にある言葉をやり取りするみたいな、芝居をつくっ

ていく過程でそういう会話がいっぱい出てくるんですよね。そういうことがある

と、もしかしたらコミュニケーションの手段として、何かレベルが上がっていく

のではないかなという気がするんですが、もし何かの機会がありましたら参考に

していただきたいと思います。 

福田委員長 ありがとうございました。どう自分の気持ちを相手に伝えるかというときに、

有効な手立てがいろいろあるんだろうと。一つ、演劇を活用してというところも

あろうかということでした。 

はい、お願いします。 

河井副市長 きょう学校教育推進課の担当が来ておりませんので、ちょっと正確なところは

お伝えできませんけれども、本市の小中学校で演劇教育というのは過去から取り

組んでおります。全校一斉には取り組めていないんですが、数校ずつ演劇教育を

取り入れたコミュニケーションとか人間関係力を高める教育というのは、一定、

教育委員会のほうで進めている状況でございます、ということだけご報告申し上

げます。 

福田会長 ありがとうございました。 

できたら、演劇を使った教育のプログラムというのが、全国的に見た場合、ど

の程度活用されているのか。今、副市長のほうからお話しいただけたことという

ものが、他市に比べたときに進んでいるのかどうか。もし、その辺の数字が出て

くると、「茨木市に住んでいてよかったな」というんでしょうかね。「茨木市の公

立に子ども預けといてよかったな」みたいなところが、割とクリアに見えてくる

のかなという気がしまして、今の西之辻委員からのお話もあって、実施に今やっ

ているということでしたので、そこから何か情報はありますか。もし何かあれば

お願いします。 

河井副市長 今ちょっと手元にございませんので、進んでいるほうかなとは自己評価はして

おりますけども、客観的に見てどうなのかというあたりは、またきちっと整理を

したいと思います。 

福田会長 ありがとうございます。 

実際、計画を立てて進めているわけですけれども、多分茨木市が取り組んでい

ること、特にこども育成支援会議もそうですけども、ほかに比べるとより積極的

に市民の意見を進んでとり入れていこうというところを、私自身はとても感じて

おりますけれども、そのことが、実際住んでいる市民の方に届くような情報があ

ればいいのかなというふうに思って今、発言をさせてもらいました。どうもあり

がとうございます。 

それじゃあ、栗本委員、お願いします。 
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栗本委員 レバノンホームには、虐待を受けてきた子どもたちとか、ＤＶを目の当たりに

して育ってきた子どもたちが多いんですけれども、ＣＡＰといいまして、多分、

茨木市さんも何年か前まではされていたと思うんですけれども、子どもへの暴力

防止プログラムというものがありまして、これを７年やっております。幼児から

高校生まで、これを受講しています。 

ＣＡＰでは、何を言っているかというと、まず、権利であったり人権であった

り、「あなたたちは、本当に大切な子どもたちなんですよ」というメッセージと、

「安心・自信・自由」ってポーズでもあるんですけれども、怖い思いをした子ど

もたちが安心できるように、暴力を受けてくると無力になってしまうので、「選択

肢がない、もう自分は殴られても、この状況であっても逃げられへん」というわ

けではなくて、「選択肢がある」ということで自由というメッセージを送っていま

す。 

レバノンホームでも、いろんな生い立ちがある子どもたちなので、お互いの権

利とかということを犯してしまうときがあるんですけれども、そのときに割と評

価を受けているのは、自分で発することができる。「こんなんで嫌だった」って。

なかなか言えない事案とかもあるんですけれども、それを子どもたちが職員に対

して話をすることができています。これは、やっぱりＣＡＰのおかげじゃないか

という話が出ています。 

何年か前にお聞きした部分では、長野県のほうで姉妹が性被害を受けたときに

学校の先生に言うことができたと。それは何かと言うと、ＣＡＰをその学校で受

けていたということで、長野県のほうでも推進されているということをお聞きし

ました。今、子どもたちが元気で健康な大人になってもらうために、とても大切

なことじゃないかなというところで、レバノンホームでは、「あなたたちは大切だ」

というメッセージでＣＡＰをさせていただいているので、もし可能であれば、幼

稚園、小学生ぐらいから、「人権、権利が大切」ということが浸透していけば、デ

ートＤＶとかＤＶがなくなっていくんじゃないかなと思っておりますので、また

ご検討いただければと思います。 

福田会長 ありがとうございました。 

ぜひ、ご参考にしていただければと思いますけれども、事務局どうぞ。 

事務局 

小島課長 

こちらの件につきましても、学校教育推進課の所管になりますが、私どものほ

うでわかる範囲でお答えさせていただきます。 

先ほどおっしゃいましたＣＡＰプログラムですが、茨木市では小学校の 3 年と

4 年の学年で全児童に対して「ＮＯ」「ＧＯ」「ＴＥＬＬ」のワークを、自分の身

を守るワークというのを実施させていただいております。その内容につきまして

は、今、委員おっしゃったようなＣＡＰプログラムの理念を取り入れたものでご

ざいます。 

福田会長 はい、ありがとうございました。 

これでよろしいでしょうか。 

栗本委員 キャップの方からすると、「ＮＯ」「ＧＯ」「ＴＥＬＬ」だけじゃなくて、やっぱ

り、しっかりと基本的なところを子どもたちに伝えてほしいというふうに言われ
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ていますので、また「ＮＯ」「ＧＯ」「ＴＥＬＬ」もとても必要なんですけれども、

人権の部分とかというところも、お願いできたらなと思います。 

福田会長 ありがとうございました。ぜひ、ご参考にしていただければなと思います。 

ほか、いかがでしょうか。 

西之辻委員。 

西之辻委員 先ほどの演劇の話のついでで申しわけないんですが、今、市民会館の建てかえ

でいろんなところで意見を聞かれているようなんですが、市民会館みたいな公の

場所で小劇場みたいなものが幾つかあると、さっきの学校の演劇の延長でみんな

で自主的に劇団をつくったり、芝居をやったりということが身近になって、「あそ

こでやってみたい」みたいなことで幾つも活動ができていくような気がするんで

す。そういう意味でいうと、ぜひ市民会館の建てかえには、小劇場をつくってい

ただきたいと。ここは、子ども支援という観点から、つくっていただきたいとお

願いしておきます。 

福田会長 ありがとうございました。 

ちょっと議事にないことではあるんですけど、今後、こども育成支援会議から、

そちらの会議のほうに参加される予定もありますので、参加してくださる委員の

方、どうぞ西之辻委員のご意見もご参考にしていただいて、ご参画いただければ

なというふうに思います。よろしくお願いします。 

割と茨木市では、ホットな話題なんでしょうかね。その後どうなるかというと

ころで、今、検討されているところなんだと思います。ありがとうございます。 

はい、ほかいかがでしょうか。 

古賀委員、お願いします。 

古賀委員 33 ページの 2211 番。地域における障害のある児童・生徒・保護者の居場所づ

くりなんですけれども、平成 27 年度は「実現に向けて検討した」というふうに書

かれています。地域の福祉の交流会なんかでも、よく障害者の居場所がないとい

う質問を受けます。それに対しては、後手後手でいつもきちんとした答えが出な

いままになって、置き去りになっているんですけれども、多世代交流センターは

18 歳以下の子どもたちも利用できるかと思うんですけれども、そういう場所の利

用などは考えてはいないのか、どういうふうな考えで実現に向けてされているの

か、ちょっと考えをお聞かせください。 

福田会長 事務局お願いします。 

事務局 

松本課長 

平成 27 年度の「実現に向けて検討した」ところですが、委員がおっしゃってい

ただいた居場所づくり等、障害者の方も地域の方と交流できる居場所づくりとい

うようなところでは、この第３期計画の策定の中でも意見等をいただいて計画の

ほうに位置づけているところで、そこを具体化するために、昨年度、いろいろ検

討を行いましたが、実施場所をどこにしたらいいのかというところも含めて検討

は行いましたが、まだ、もう少し本市の子ども、若者の実態でありましたり、障

害者の子どもたちが、どういったところで、どんな問題を抱えていて、地域の方

とどういうところで交流したらいいのかというようなところを、今年度は、子ど

も・若者支援に実際、携わってはる地域の方々にヒアリングでありましたり、ま
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たその方たちに参加をしていただきワークショップを開催するなど、今、その現

状のほうを把握、整理をしているというところですので、まだこの件については、

引き続き検討をしているというところです。 

古賀委員 場所とかは、校区ごとになるのか、それとも大きな分け方、ブロックごとにな

るのか、そこまでは、まだ考えは進んでないですか。 

事務局 

松本課長 

場所の考え方ということですが、大きく子ども・子育て支援に関して５ブロッ

クというような区切りもあるんですけれども、子どもたちが通える身近なところ

というのも一つ大事な視点だと思っていますので、そのあたりも含めて使える公

共施設であったり、また民間の施設であったり、既存事業も含めて、まだ検討し

ているというところで、具体にというところまでは、まだ至っておりません。 

古賀委員 わかりました。 

福田会長 ありがとうございます。 

ほか、いかがでしょうか。 

はい、木下（栄）委員どうぞ。 

木下（栄）委

員 

戻ってしまうんですけれども、30 ページ、ひとり親世帯に対しての学童保育室への

優先入室ということが、2104 番にあるんですけれども、私も一時期、子どもを学童

に預けていたんですけれども、学童行事に保護者が、言い方が悪いんですけど、駆り

出されることが非常に多い。「役をしてくれないと困る、何かしら役をやってくれ」

と。「そもそもそれができないから預けているのに、何で役やねん」という話があっ

て、それは言い方を変えれば、「それぐらいは当然でしょう」という言い方も当然あ

ったりして、夫婦で話はしたんですけれども、特にひとり親世帯に対して、役を担わ

ないと子どもが居心地が悪いなとか、そういったストレスを感じるような場面という

のはあるんでしょうかという、ちょっと素朴な疑問だったので、お尋ねします。 

福田会長 お願いします。 

事務局 

幸地課長 

保護者の会につきましては、学童においては任意の団体ということで、強制という

ことでは考えておりませんが、実際にそういうことがあったということで申しわけご

ざいません。役員を引き受けないといけないことが原因で学童保育を利用できないと

いうことであってはならないと考えておりますので、一定、実態の把握に努めさせて

いただきたいと考えております。よろしくお願いします。 

木下（栄）委

員 

少ないスタッフでやっていらっしゃるので、何かしら子どもに対してサービス

をしたいと思ったら、何かしら大人がボランティア的にかかわらなきゃいけない

んだということは、非常に理解はできるんですよ。特に、ひとり親世帯は、それ

が直接収入にひびく。「休みたい」、「休めません」というのがあったときに、学童

保育の仕事、要は学童の中で行う、いわゆるオフィシャルじゃない仕事は必ずあ

って、そこに対して非常に居住まいが悪いという感覚を持っていますので、そこ

をちょっと、なかなか行政から言うのは難しいとは思うんですけれども、ご配慮

いただければなと思います。 

福田会長 よろしくお願いします。 

ほか、ございませんでしょうか。 

木下（栄）委員、ほかいかがですか。 
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木下（栄）委

員 

続けて申しわけございません。 

就労支援について、ちょっとお尋ねをしたいと思っています。ひとり親世帯の

就労支援を、いろいろされていらっしゃることは存じ上げていますし、それによ

っていろんな実績を上げられていらっしゃるんだなということもこの内容から理

解はしたんですけれども、具体的にひとり親世帯が幾ら収入を得れば、貧困から

脱却できたと判断しているのか。要は、実際は 200 万円なのか、300 万円なのか。

子どもの貧困についても定義づけがよくわかんないなとか思いながらしゃべって

いるんですけれども、具体的な支援に対する目標があるのかなというのが、ちょ

っと素朴な疑問です。この親子を年収幾らまで持っていこうというようなプラン

立てなのか、そうでないのかというところをちょっとお教えいただければなと思

います。 

福田会長 何か目標値があるのかみたいな話ですかね。 

木下（栄）委

員 

支援策はわかるんですけど、具体的にじゃあ、年収幾らまで持っていこうとし

ているのか。 

福田会長 よろしくお願いします。事務局。 

事務局 

松本課長 

就労支援をして、どのぐらいの年収までに持っていくかというようなところで

すが、その家庭、家庭によって置かれている状況でありましたり、就労の仕方と

いうのは違ってくるのかなとは思うんですけれども、ただ、一つは児童扶養手当

というのがありますので、それの全部支給ではなくて一部支給であったり、児童

扶養手当が全部停止になるというようなあたりまでを、それぞれの家庭の状況に

応じて就労支援や生活支援のほうをしているというところで、ここまでという市

としての明確な基準は、一人一人違うということで、今申したところを、その家

庭、家庭によって支援をしていっているところです。 

木下（栄）委

員 

お金が幾らもらえるかというのは、当然、雇用先にもよると思うんですけれど

も、単純に時給 1,000 円で８時間働きましたと。25 日働きましたと。時給の仕事、

それで 20万です。当然そこからいろんなものが引かれる。それに対して手当があ

るとかという関係。20 万で 12 カ月働くと 240 万円。240 万円で一体、子どもをど

のような環境で育てることができるのかというところですね。じゃあ、そこに対

して行政のセーフティネットがあって、これぐらいなら本来かかわるべき、また

かかわらないとかということのプランの上に成り立っているのか。単純にハロー

ワークとか行って支援されているといったって、「パソコンが使えるようになりま

した」、「介護ができるようになりました」というところの時給ベースで見たとき

に、やはり 1,000 円というのは、ある意味、妥当というか、それが高い方。パソ

コンの一般事務とかって 800 円とか。800 円ってことはないですね。最低賃金が

ありますので。900 円ぐらいというのがリアルにあって、時給だと休めない。休

んだイコール収入減になるので、当然、未就学児であれば、熱を出した。病院へ

連れて行かなければいけないであるとか、突発的なことは頻繁にあって、それが

行けないイコール２時間休んだら昼飯抜かなきゃいけないという状況ですね。そ

ういったところが加味されているのかなという。支援プランというのは、一体ど

んなものなのかなというのが率直な疑問として、どういう支援プランでひとり親
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の貧困世帯を救おうとしているのかというのが、ちょっとモデルというか、あれ

ば教えていただきたいなと思った次第です。 

福田会長 事務局、ありますか。 

事務局 

松本課長 

ひとり親の方からの相談を受けて、その自立に向けて、自立支援プログラムと

いうのをひとり親の自立支援相談員が、その当事者の方と面談を行いまして、生

活の状況であったり、就労の状況、収入の状況とかを聞きまして、そのプログラ

ムを作成させてもらって、状況に応じてハローワークにつなぐ場合もありますし、

高等技能訓練というようなところで資格を取って就労に結びつくような形でのご

案内をしたり、個々に対応をさせていただいているというところです。 

福田会長 

 

ありがとうございます。多分この問題、どこを目標にしているかというのもも

ちろん大きな課題になってくると思うんですけど、ひとり親家庭の平均の収入と

いうものを調査してみると、大体 200 万円ちょっと超えるぐらいなんですよね。

さらに詳しく調べていくと、ひとり親になってから 10 年後、どれぐらい平均収入

があるのかというと、ほとんど変わらない、そういう状況があります。 

なので、一方でこの資格を取得してもらうとか、生活支援していくということ

もあるんですけれども、もう一つあるのは、雇ってもらえるかどうかですよね。

ひとり親ということで、なかなか雇ってもらえない、そういう厳しい労働環境と

いうのがあると思うので、こども政策課の、この支援のあり方とあわせて、雇う

側の意識、ひとり親についての考え方というものをあわせて変えていってもらわ

ないと、多分目標幾らというのを設定するのも、もちろん重要な課題になってく

ると思いますけれども、なかなか自立支援プログラムがすすっと進んでいくとい

う状況には、今ないのかなというふうに思っていますので、ひとり親家庭の課題

について深く掘り下げるということが余りこれまでありませんでしたので、とて

もいい機会になったかなというふうに思いますけれども、そこらも含めてこども

政策課とあわせて、ほかの政策も含めてひとり親家庭に取り組んでいくというこ

とが、今後必要になってくるのかなという気がしています。 

よろしくお願いします。 

木下さんまだありますか。 

木下（栄）委

員 

いや、とりあえず。 

福田会長 よろしいですか。ありがとうございます。 

大体７時半ぐらいまでを、ちょっとめどにしたいかなというふうに思いながら

進めてきていたんですけれども、ぼちぼち過ぎつつありますけども、まだまだた

くさん課題がございます。他委員の皆さん方いかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

それでは、前回それから今回と引き続いて、委員の皆様から多様なご意見をい

ただきました。これらいただきましたご意見を反映させていただきまして、報告

書（案）の修正が生じたところ、幾つか確認するべきところがありますので修正

していただいて、最終的な確認は私のほうでさせていただいて、確定するという

プロセスで進めさせていただいてもよろしいでしょうか。 
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 ありがとうございます。それでは、そういった形で一つ目の案件については、

進めさせていただきたいというふうに思います。 

次がきょうの案件の二つ目ですけども、次世代育成支援行動計画（第３期）関

連の平成 28 年度の新規・拡充事業に進みたいと思います。 

ここも前回の会議の積み残しということになります。一部ご意見をいただいた

ところではありますけど、まずは事務局のほうから説明をお願いいたします。 

事務局 

中坂係長 

前回と今回の会議の中で、委員の皆様にご意見をいただいておりました報告書

（案）の、今後の改善項目とも関連する今年度の取組についてお伝えしたいと考

え、案件として挙げております。 

前回配付しております資料２、次世代育成支援行動計画（第３期）関連の平成

28 年度の新規・拡充事業をごらんください。皆様お手元にございますでしょうか。

もし、ない方いらっしゃれば、挙手いただければと思います。 

平成 28 年度は４月に市長選挙がございまして、福岡市長での新体制となりまし

たので、新規・拡充事業は年度当初からの実施ではなく、６月補正予算議決後の

実施となっております。新規・拡充した事業が、第３期計画に掲載しているどの

事業に当てはまるのかということがわかるように、この資料２のほうに事業番号、

事業名とともに表記いたしております。資料は事前送付しておりますので、概要

説明につきましては、割愛させていただきたいと思います。 

福田会長 ありがとうございました。事務局から説明がありましたとおり、新規・拡充の

事業がここに一覧になっておるということでございますけども、この第３期の関

連の平成 28 年の新規・拡充事業について、ご意見・ご質問をお受けしたいと思い

ます。いかがでしょうか。 

古賀委員どうぞ。 

古賀委員 １ページの 1101 番の子育て支援などの啓発のところなんですが、赤ちゃん先生

を学校に招いた場合に費用が発生すると思うんですよね。その費用はどこから出

るんですか。 

福田会長 事務局お願いします。 

事務局 

松本課長 

赤ちゃん先生を中学校で実施することにつきましては、赤ちゃん先生を派遣で

きるＮＰＯに市が委託をして、中学校のほうに行って授業をしていただくという

ことになりますので、委託で実施をしています。 

古賀委員 以前、地域のお母さんたちを招いてされた学校では、ＮＰＯのそういうところ

からの派遣でなくて、子育てサロンを利用して地域の親子を何組か呼んで、学習

をしたそうなんですね。そのときに、ＮＰＯからの派遣で費用が出た場合にはど

こが負担するのかなという話になったんですよ。じゃあ市のほうで委託というの

か、手配というか派遣をされるので、学校としては全然費用が発生しないという

ことでいいんですか。 

事務局 

松本課長 

市が委託をして、中学校の授業で実施をしてもらう場合は、市が委託料を支払

いますので、市がその費用は負担することになるんですけども、学校が直接その

地域の子育てサロンであったり、地域の親子を学校に招いて授業等をされる場合

については、学校とその地域の方との交渉になるのかなと思っています。 
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古賀委員 去年の２学期、３学期かな。４校。それは、市のほうがそこの中学にしてくだ

さいというような形をとったんですか。それとも、希望があったんですか。 

事務局 

松本課長 

校長会等を通じて各中学校に希望を募って、学校等のカリキュラム等の関係も

ありますので、実施したいという希望のあった４校で昨年度は実施をしたという

ことです。 

古賀委員 ありがとうございました。済みません、ついででいいですか。 

福田会長 はい、どうぞ。 

古賀委員 ２ページ目なんですが、1409 番の青少年を取り巻く環境整備のほうなんですけ

ども、今年度初めて、のぼり旗を設置するという事業を行ったんですね。そのと

きに、コンビニエンスストアを回るということで実施したんですけれども、実際

はコンビニも経営者のトップの許可がなければできないということで、断られた

ところが幾つかあるんですね。これは、来年度もずっと継続されるような事業と

思っていいんでしょうか。 

福田会長 はい、事務局お願いします。 

事務局 

小島課長 

この啓発用のぼり旗の設置に関しましては、青少年指導員連絡協議会の全面的

な協力をいただきまして、各コンビニエンスストアに設置を行っておるところで

ございます。ありがとうございます。 

来年度以降ということなんですが、今の時点でまだどちらともという、曖昧な

お答えしかできないところでございます。来年度向けの予算について、今徐々に

考えておるところでございまして、この啓発用のぼり旗については、青少年健全

育成重点目標の啓発を目的としておりますので、その来年度の重点目標自体を今、

青少年問題協議会の専門部会のほうでご審議いただいているところでございま

す。その重点目標によりまして、またコンビニ等でのこういった啓発活動が効果

的であると判断した場合は、継続したいと担当課としては思っておりますが、重

点目標の内容と、あと予算のほうは議会でご審議いただくことになりますので、

今の時点ではまだ検討中ということでお答えさせていただきます。 

福田会長 よろしいですか。どうぞ。 

古賀委員 のぼり旗の下の物ありますでしょう、水入れる容器とか。そういうものの処理

とか、やっぱり１回限りにならないような事業に向けて考えていただけたら、コ

ンビニにお願いするに当たっていいかなというふうに思っていますので、よろし

くお願いします。 

事務局 

小島課長 

私どもも、委員がおっしゃるように、そのように考えていきたいと思っており

ます。 

福田会長 ありがとうございました。皆さんいかがでしょうか、こののぼり、ごらんにな

られたことございますか。これは啓発という意味では効果的だなというふうに考

えていいものなんでしょうか。 

そもそもこの目標が、「大人は子どもをほっとかん」ということなんですかね。 

事務局 

小島課長 

「大人は子どもをほっとかん」と申しますのは、平成 28 年度の重点目標がこう

いう表現になっておりまして、実際のぼり旗に書いておりますのは、「個人情報知

らない間に送信中」という文言です。最近、小学生でもスマートフォンの所持率



 

18 

 

が非常に上がっております。コンビニエンスストアはＷｉ-Ｆｉ環境が整っており

ますので、そこへゲームのアイテムというんでしょうか、それを取りに行ったり

ということで、小学生が知らない間に、個人情報を持ち出されていることへの注

意喚起のために行ったものと、あと地域の方々に大人がこういった子どもたちを

見守る必要性を訴えるような内容にさせていただいております。 

福田会長 ありがとうございます。委員の皆さん、多分見られたんじゃないかなと思いま

すけれども、大人がそこについていけているのかなというのも一つ課題かなとい

うふうな気もしました。今、子どもがネットととても近いところにいるというの

が、多分我々の子ども期とは大きく違う、子どもの生活状況になっているのかな

というふうに思います。どうもありがとうございました。引き続きやっていただ

けるように進められたらいいなというふうに、会議としては思っておりますとい

うところでよろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

それでは、ほかいかがでしょうか。 

はい、下田平委員どうぞ。 

下田平委員 古賀委員の最初のとこに戻ってしまうんですけども、赤ちゃん先生のところで、

子育てサロンの下田平としては、これは宣伝じゃないですけど、前回もお話しし

たと思うんですけれども、小学校で２分の１成人式のときに、地域の子育てサロ

ンが行って交流しております。中学校でも今年で４回目になるんですけれども、

３小学校区あるんですけども、三つのサロンが協賛しまして子育てサロンと、中

学生との交流を行っております。 

地域でやるということの良さというのは、子どもたちが赤ちゃんと交流するの

はもちろんなんですけれども、地域のお母さんが自分たちの子どもが行くであろ

う小学校、中学校の中に入っていけるというのがすごいおもしろいというか、未

知の世界なので安心感があるんですね。子どもたちと触れ合って、「どこどこのお

ばちゃんや、見たことある」とか言われて、それがまた親しみ、交流になる。す

ごくいい雰囲気なんですね。 

予算は要りません。すごいいいところが多いかなと思うんですね。小学生にし

ろ、中学生にしろ、ちょっと悪さしているところを親子に見られて、「あ、いけな

いな」とか、「小さい子どもにこんなん見せられないかな」とか、そういうところ

もありますし、いろんな意味で地域で子育てしていくというか、本当にいい雰囲

気になっているかなと思います。公園で見かけたら、またその小学生、中学生が

小さい子どもさんと遊んでみたりとか、声をかけたりとか、スーパーで会えば声

をかけたりとか。反対にその親御さんが小学生、中学生に、「覚えてくれてたん」

とか言って話をしたりとか、すごいいい部分があるかなと思います。ここにいる

三角先生のところにも来てもらって、中学校ではやってもらっているんですけれ

ども、来てもらった先生が、「保育園に来ていた子どもたちが、こんなに大きく中

学生になったんやね」とか言われているのがすごく印象的です。そうやって地域

で、本当に子どもたちを見守っていける場というのは大事かなと思います。 

福田会長 ありがとうございます。赤ちゃん先生、たびたび話に出てきますよね。とても

いい取り組みなんだろうなというふうに拝見しております。これもほかで赤ちゃ
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ん先生を、どの程度やっているのかなみたいな。余りそんなどこもかしこもやっ

ているという印象もないんですけれどもね。 

下田平委員 最近はＮＰＯさんが入り込んでこられているので、そうなんです。 

福田会長 なるほど、わかりました。はい、ありがとうございます。多分、茨木の特徴的

な事業の一つに育っていくのかなというふうな気がしております。どうもありが

とうございました。 

ほかいかがでしょうか。 

木下（栄）委員どうぞ。 

木下（栄）委

員 

二つあってですね、前回も話をした内容なんですけど、私が以前「何であのロ

ビー撤去しちゃったんだ」と文句たれた 1251 番の中条おはなし室、いい形で、有

効利用されてよかったなと思っているんです。中条図書館は、最近全然行けてな

くて、これができてから行けてないんですけれども、スペースが広くなったとい

う考えでいいんですかね。子どものスペースが中条図書館は中にあって、それが

外に出たみたいなイメージなんですかね。何か写真でちょっと見たんですけど、

四方を囲まれていて非常に入りにくい雰囲気なんじゃないかなと、ちょっと危惧

をしています。見に行けばいいので、済みません、これは意見だけで述べさせて

いただきます。 

次が 1304 番、小中学校の業務アシスタントモデル校配置ということで、ＩＣＴ

支援員として小学校に行かせていただいているものですから、非常に先生方、激

務です。朝から晩まで、授業がなければ子どもの相談、子どもの相談がなければ

親の相談、親の相談がなければ市役所の仕事、業者の仕事、幾つ仕事増やすねん

と先生の愚痴をよく聞きます。 

その中でアシスタントを投入されるというのは、非常に学校の先生にとってはあり

がたい話かなと思うんですけど、これは、どのような方がアシスタントに入られるの

か。例えば教職経験者であるとか、元管理職であるという方なのか。また、どの程度

の業務まで担う予定にされてらっしゃるのか。学校というのは非常にセンシティブな

ところ、重要書類もあって個人情報の宝庫です。至るところに個人情報があって、電

話を聞けば、ちょっと配慮が必要な家庭の電話が入ってきたりとかというところも耳

にするような環境ですので、どのような方がどのような業務まで、これに携われるの

かをちょっと教えていただければと思います。 

福田会長 事務局お願いします。 

事務局 

尾﨑所長 

担当課ではありませんので、詳細まではお答えができませんが、まず、今回ア

シスタントにお願いした方は、元教員の方、もちろんその中の管理職の方もいら

っしゃいます。それから、一般市民の方の中で、そういうことをやってみたいと

おっしゃる方にもお願いをいたしました。ですから人材としては多様であるとい

うふうに思います。 

お願いしている業務なんですけども、もちろん守秘義務というのは発生します

ので、それは必ず守ってくださいということを確認した上でではございますが、

一応個人の成績とかというようなものにかかわるところは、担当しないというこ

とになっています。もちろん健康情報とかそういうものにも含めてですけども。
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一番教員が助かっているのは印刷を代行していただくとか、職員会議の資料をつ

くっていただくとかというところがまず大きいです。あとは日々学校のコーディ

ネーター役を担う教員のところに、こういう業務を頼みたいということがいろい

ろ各教員から出されてきますので、それに優先順位をつけてお願いしているとい

うことになっています。 

木下（栄）委

員 

ぜひ、いい形で進めていただきたいと思います。先生方の業務負担が減るとい

うことは、子どもたちにそれだけ時間がとれる。要は毎日、目を合わせて、ちょ

っと顔色の調子がおかしいな、あの子、様子がおかしいなということを、他の業

務で先生が十分できないということは、できればなくしていただきたい。他の業

務に忙殺されるので、それができないというのは本末転倒なところもある。先生

方はそれなりに一生懸命やっていただいていると思いますので、ぜひこの形を生

かしてほしい。 

多分一般の方が入られた場合には、学校の仕組みというのが非常にある意味特

殊なところもあったりしますので、そういったところでのケア、学校任せにしま

すと、学校の先生は学校の先生で忙しいので、一人一人育てていくということは

できない。実際できないので、バックアップする側のほうで、ぜひそういったア

シスタントに入られる方のケアを、「学校に入れたから、そこでＯＪＴやってね」

みたいなのではなくて、支援をしっかりしていただいて、学校にきちんと付加価

値があるような、アシスタントの配置をしていただければなというふうに思いま

す。 

福田会長 ありがとうございました。今モデル事業の具体的なアシスタントの方のイメー

ジは、多分二つあるのかなというふうに伺いましたけども、何をこのアシスタン

トの方に頼むかによって、どちらがより好ましいのかというのが変わってくるの

かなというふうな気がしています。例えばコピーを頼むというのは、教員にとっ

てはとても助かるんですけども、私のイメージで言うと、キャリアのある方に頼

むというのはちょっと頼みにくい。ただ、より教育の中身に入ってくるようなこ

とをお願いできるのであれば、やはり教育経験者のほうがいいだろうというとこ

ろで、どちらをアシスタントに頼むのかによって、このイメージが変わってくる

と思うんですけれども、今、モデル事業ということなので、モデルの中身をちょ

っと精査してもらって、どちらがより好ましいのか、ある程度方向性を出したほ

うがいいのかなみたいな気はしております。ご検討いただければと思います。よ

ろしくお願いします、事務局。 

事務局 

尾﨑所長 

会長のおっしゃったとおり、今、モデル事業で、その効果の検証を年度末まで

に行いたいというふうに思っています。そして、その来年度以降の対応について、

そこでしっかり詰めていきたいというふうに思っております。 

福田会長 

 

ありがとうございました。 

ほか、いかがでしょうか。 

中村委員、どうぞ。 

中村委員 ３ページ目の新規のところにある保育所等の効率化というところで、私立保育

所等におけるＩＣＴ化ということなんですけども、これは私立だけで公立保育所
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は含まれないのでしょうか。お願いします。 

福田会長 はい、事務局お願いします。 

事務局 

西川課長 

これは基本的に、私立保育所及び私立の認定こども園ということで、「等」をつ

けさせていただいている部分になります。私立の施設ということで認識していた

だいて結構です。 

中村委員 なぜ、公立のほうでは同じ保育サービスをする中でなされないのか。ビデオカ

メラ、防犯も含めてお願いしているところなんですが、なぜ私立にはそういった

ものの導入を進めて、公立ではそういったことはされないのか。そこら辺の差別

化されている理由があれば、お願いしたいです。 

事務局 

西川課長 

このカメラについては、事故防止のためのビデオカメラの設置のメニューが、

国のほうから出てまいりましたので、今回実施させていただいていたものです。 

私の認識が間違っておりました。なお公立についても、カメラは対応しており

ますので、よろしくお願いいたします。 

福田会長 ありがとうございました。私立保育所等の「等」には公立も含まれますよとい

う理解でいいということですかね。 

事務局 

西川課長 

はい、カメラについてはそのとおりでございます。よろしくお願いします。 

福田会長 ありがとうございます。「保育所等」にしといたほうがよかったのかもしれませ

んね。済みません、余計なことですけども。ありがとうございました。 

ほかいかがでしょうか。 

庄司委員どうぞ。 

庄司委員 2201 番と 2202 番のすくすく教室の運営と、ばら親子教室の運営なんですけど、

４カ所で開設するということなんですけど、それは例年と変わらないのでしょう

か。 

あと、親子８組が対象人数とありますが、どういう選出方法というか、直接要

望があって自分がこの教室に入りたいということで入られるのか、その辺はどう

なのかなと思いまして。 

事務局 

中井課長 

こちらのほうについては、今年度から実施をさせていただいた事業になりまし

て、親子のほう８組については広報等で周知をさせていただきまして、お申し込

みをいただくというような形になっています。実際に子育てに関して不安感をお

持ちの方に、一定、事前の親子交流を含めた広場を提供させていただいて、そこ

の中でいろんなお話をお伺いさせていただいて、支援につなげていきたいという

ような目的でやっているものです。 

庄司委員 例年もすくすく教室とばら親子教室はあったと思うんですけど、それとはまた

違うということですか。 

事務局 

中井課長 

そうですね。すくすく教室とばら親子教室については、以前からずっとやって

おりますけれども、こちらのほうについては、そのすくすく教室とかばら親子教

室を受けるために、受給者証をもらっていただく必要があるんですけれども、そ

れがない方について、入り口の部分でのサービスということで、一定お集まりい

ただいてお話をお伺いして、一緒に遊びをしたりしながら子育ての困難さであっ
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たり、保護者の負担感の軽減を図るというような目的で取り組んでいるもので、

すくすく教室とばら親子教室の通所するタイプのものとはまた別でやっておりま

す。 

庄司委員 年何回ぐらいというのは決まっているんですか。 

事務局 

中井課長 

一応、月４回ぐらいで考えておりまして、今モデル的にやっているようなとこ

ろもございますので、これがニーズが高まってくれば、来年度以降は拡充も含め

て検討したいなというふうに思います。 

庄司委員 その月４回は毎回同じ親子の組がやられるんですか。 

事務局 

中井課長 

同じ方が来られる場合もありますし、初めての方が来られる場合もございます。

連続して通所するような想定はしていませんので、ここでこういうことをやりま

すので、ご希望の方は参加してくださいねということで、広く募集をしているよ

うな状況になっています。 

庄司委員 茨木市は療育に対して、よくも悪くも辛めというか、ちょっとしたことでもす

ぐに健診にひっかかって、別室に呼ばれ、そのままちょっと厳しい言葉を言われ

たりとかして、そのまま私は子どもと一緒にばら親子教室に１年間通ったんです。

周りもみんな、そんなにやりたくないけれども、参加しているという人が多い。

最初の健診の段階ですごくきついことを言われたりするので、不安に思って入ら

れている方が結構多かったんですね。私は余りにもそれが理不尽に思えたので、

ホームページのほうから連絡をしたんです。そのときに自分の住所とかを書き込

まないといけなくて、そしたらちょっと、何か思っていても言えない。で、押さ

れてそのまま教室に入って、１年間通うという方が結構いらっしゃったので、ち

ょっとデリケートな問題なので、またさらにそういう４カ所開設して対応される

のであれば、もうちょっと考えて、デリケートな問題として扱ってほしいなと思

います。よろしくお願いします。 

事務局 

中井課長 

今おっしゃっていただいたように、発達の課題については、発達の課題なのか、

それともその子の少しのおくれなのか、非常に見きわめが難しい部分もございま

す。また、保護者の方が受容するにあたっては、すごい時間もかかるでしょうか

ら、保護者の方に寄り添いながら、こういう遊びの広場の中でその負担感を共有

し、もし発達に課題のあるお子さんでしたら、少しでもその課題を前向きに受け

入れていただく、その前段としての取り組みで、こういう事業をさせていただい

ています。この事業の実施に当たっては、保護者の方の心情等にも配慮して、丁

寧にやっていきたいというふうに思っております。 

福田会長 ありがとうございました。 

はい、どうぞ。 

事務局 

浜本参事 

先ほど健診のお話がありましたので、少し説明させていただきます。健診では、

発達に課題のあるお子さんを、早期から支援するため、個別相談などを勧めるこ

ともあるのですが、そういった保護者のご負担ということもお聞きしまして、昨

年度から保護者の気持ちに、より一層配慮し寄り添いながら支援するため、希望

がない場合は強く個別相談を勧めず、少し課題をお伝えした上で「気になられた

ら、またご相談ください」というような、対応をとっておりますので、ご理解を
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お願いいたします。 

福田会長 ありがとうございました。より配慮しつつ、相談に乗っていただけるというこ

とですので、よろしくお願いします。 

田口委員、どうぞ。 

田口委員 今の件なんですが、６年前にひろばを開所した頃は、１歳８か月健診で発達障

害的なことを言われて、お母さんも子どもさんを受容することにあたふたされて

ショックを受けられている、「茨木はハードルが厳しい」ということをすごくお聞

きしていたんです。このときのお母さんのケアというのが大事だねという話を、

ひろばの中でもしたりしていたんですが、昨年度あたりから、保健師さんに月に

一度はひろばに訪ねてきていただいて、「お母さんと直接気軽に保健師さんとお話

ししましょう」という場を設けていただいているんです。 

そして、先月も、うちのひろばでは午後から来ていただいたら、もう 11組のお

母さんが保健師さんとの相談を希望されていて、実際に半日で 11組は１時から４

時までの３時間では難しくて、３組相談を受けられなかったお母さんに、「公民館

のほうでもこういう事業を保健師さんはされていますよ」というのをひろばで紹

介して、そして３組のお母さんが地域の公民館に行かれて、相談を実際に受けら

れているということがありました。去年から本当に保健師さんが、ひろばや地域

に出向いてきてくださっていることから、保健師さんと地域のお母さん、そして

間にひろばが入るという形で、お母さんのケア、そして「早いうちに子どもさん

の個性、特質の受け入れ方を親は学べる機会を持ったほうがいいからね」という

ことを、地域のこういうスタッフたちが、「だから保健師さんとよく話しして」と

いうふうにしていきたいなというふうに思っております。 

福田会長 ありがとうございました。いろんな機関が連携しながら、「発達に課題があるよ」

と言われたら、親は本当に不安な気持ちになると思いますので、それをどうサポ

ートしていくのか、大変な取組がなされているんだなというのを拾いあげられた

かなと思います。どうもありがとうございました。 

それでは、案件まだまだございますので、そろそろよろしいでしょうか。 

それでは、案件二つ目に～子どもの貧困対策～平成 27 年度実施状況報告書（案）

に進みたいと思います。事務局よろしくお願いいたします。 

事務局 

中坂係長 

子どもの貧困対策について、委員になられて初めて耳にされる方もいらっしゃ

るかもしれませんので、簡単に説明させていただきます。 

国では、子どもの貧困対策を総合的に推進することを目的に、平成 26 年１月に

子どもの貧困対策の推進に関する法律を施行し、同年８月に子どもの貧困対策に

関する大綱を定めました。本市では、平成 26 年 10 月から 27 年３月まで、子ども

の貧困対策プロジェクトチームを設置して、国と同様に関係各課で子どもの貧困

に関する指標の設定や、該当指標の改善に向けた施策の検討を行い、当面５年間

の重点施策を取りまとめました。その重点施策についての平成 27 年度実施状況

と、指標の推移を示したものが今回の資料の１、「未来はかえられる」～子どもの

貧困対策～平成 27 年度実施状況報告書（案）となります。 

先ほど委員の皆様からご意見いただいておりました第３期計画の事業番号でい
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うところの 2502 番の取組の詳細を示した資料となります。では、今回の資料の１、

まず表紙裏面の子どもの貧困に関する指標の推移をごらんください。子どもの貧

困率、ひとり親家庭の子どもの進学率及び就職率、不登校率につきましては、国

の数値は更新されておりません。本市の状況は、生活保護世帯につきましては平

成 27 年４月１日現在の数値を、児童養護施設、ひとり親家庭、不登校につきまし

ては、平成 28 年５月１日現在の数値を掲載しております。平成 27 年度に実施し

た施策の効果が、生活保護世帯の指標の推移に変化をもたらしたかどうかという

ところは次年度にお示しできる予定です。 

次のページをごらんください。指標の改善に向けては、教育の支援、生活の支

援、保護者に関する支援、経済的支援の４つの柱を掲げて実施しております。 

さらに次のページをごらんください。平成 27 年度に実施した主な取組につい

て、広く知っていただきたい内容を掲載しました。詳細につきましては、事前配

付しておりますので割愛いたします。具体的な施策の実施状況につきましては、

子どもの貧困に関係する施策を掲載しているため、再掲となっているものも多く

含まれております。単独記載となっている主な施策と、新規施策を中心に説明い

たします。 

１ページの４番、「『ゆめ実現支援事業』により、必要な生徒が奨学金を活用で

きるよう積極的に指導・周知」では、全中学校の進路説明会で奨学金を紹介、コ

ミュニティセンター等で奨学金の説明会を実施、奨学金冊子を全中学３年生に配

付して周知いたしました。 

３ページの 11 番、大学奨学金利子補給事業では、平成 27 年度に事業を開始し、

若者の経済的負担の軽減と定住促進を図っているところです。 

４ページの 12 番、生活困窮家庭・ひとり親家庭の子どもに対する学習・生活支

援、こちらは先ほどもご意見いただいたところですけれども、中学生の学習レベ

ルに応じた個別の学習支援とあわせて、子どもの家庭全体を含めた日常生活に関

する支援を実施したことで、子どもの学習意欲の向上、進学に関する意識の変化

などが見られ、全日制高校の進学率は向上しました。また、子どもに無関心であ

った親の子に対するかかわり方の変化や、家庭での親子の会話がふえるなど、学

習だけでなく生活に関する支援としても効果があったものと考えられます。３会

場ともおおむね参加人数に達しているため、平成 28 年９月より西ブロックを開設

して対応しているところです。 

続いて 13番、自立相談支援員（学習・生活支援担当）の配置では、生活困窮家

庭等への家庭訪問によるアウトリーチ手法を用いた相談支援を実施し、家庭が抱

える多様で複合的な課題を総括的に受けとめ、家庭状況や本人の意思を十分に確

認した上で、学習・生活支援事業への参加を呼びかけております。また、学校や

事業責任者とも連携して家庭全体の支援を行い、地域づくりを推進した結果、ど

こに、誰に相談していいか迷っていた親が、自立相談支援員とのかかわりを通じ

て心をひらけてくれるようになり、子どもとの会話がふえ、進路について真剣に

考えるようになるなど変化が見られました。 

11 ページに飛びまして 51 番、子ども・若者支援地域協議会では、申しわけあ
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りませんが１点修正がございます。平成 27年度の取組と実績のところで、代表者

会議１回実施となっておりますのを、２回に修正をお願いします。この協議会で

各構成機関の支援内容や、他市での子どもを守る自立支援の取組について情報共

有を図り、広報活動の強化、地域との連携、若者の活躍の場の創出、中学校卒業

後のフォロー体制の整備に取り組むことといたしております。 

また飛びまして 17 ページ 71 番、生活困窮者自立支援事業における就労支援で

は、平成 27 年度 41 人の就労、２人の増収を達成しましたが、就職活動に至る前

の生活リズムを整えることや、基本的なスキルが必要な対象者が多く、幅広い支

援が必要です。 

続きまして 72 番、生活困窮者自立支援事業における就労準備支援では、一般就

労に課題や不安を抱える生活困窮者に対する支援事業として、基礎能力を養いな

がら、就労に向けた支援や社会的な居場所の提供などを実施しました。利用に当

たっては各種要件があり、利用期間も１年間と定められていることから、対象者

が限定されてしまう等の課題があり、他制度との連携も含めた柔軟な対応が必要

です。 

最後に 18 ページ 78 番、保育料の「みなし寡婦（夫）控除」の適用では、幼稚

園・保育所の利用者負担額の減免を平成 27 年度から実施しております。 

福田会長 ありがとうございました。それでは、委員の皆さんのご意見、ご質問をお受け

したいと思います。 

いかがでしょうか。 

下田平委員、お願いします。 

下田平委員 １ページ目の学校を窓口とした福祉的な支援の２番になります。スクールソー

シャルワーカー５人配置のところ、右側の今後の改善項目のところなんですけれ

ども、「子どもの問題行動に対する早期発見・未然防止し、適切な支援ができるよ

う、体制の充実を図る」となっていますけれども、どういうふうな体制を考えて

おられるのか、お聞きできればと思います。お願いします。 

福田会長 事務局、お願いします。 

事務局 

尾﨑所長 

担当課ではございませんので、これも詳細のところまではお答えできないと思

いますが、現在やっておりますのが、ケース会議の実施とか、それから兄弟関係

で小と中に兄弟がいてるということがよくありますので、その情報の共有等をス

クールソーシャルワーカーが中心になって行い、支援に必要なアセスメントとプ

ランニングをやっているというふうに聞いております。 

下田平委員 

 

この、「未然防止」とあるときにスクールソーシャルワーカーの先生、中学校に

主に在籍されていて動かれているところが多いんですけれども、やっぱり未然に

防止するとなったら、中学校よりもやっぱり小学校、幼稚園、保育園のときから

かかわってもらうのがいいのかなと思っています。小学校ももちろんなんですけ

れども、幼稚園、保育園に関してスクールソーシャルワーカーの先生が入られる

ということはあるのでしょうか。 

事務局 

尾﨑所長 

入って何かをするという割り当てはございませんけれども、必要な情報収集に

はもちろん許可をとって伺っているというふうに聞いております。 
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下田平委員 以前から言っている人数というか、中学校区でも週１回で来られています。５

人の先生方が回ってらっしゃるので、なかなかとは思うんですけども、やっぱり

そういうところ、未然に防ぐためには幼稚園、保育園のころからの問題を掘り起

こすというわけではないですけれども、解決していけば問題が小さく済むのかな

と思うんですけれども、ぜひ小さいうちに問題解決できるよう、よろしくお願い

します。 

福田会長 ありがとうございました。 

ほかいかがでしょうか。 

西之辻委員、お願いします。 

西之辻委員 民児協の事業とは直接は関係ないのですが、ご存じの方もいらっしゃると思う

んですけれども、ＮＰＯ法人で茨木子ども食堂というのをことしスタートさせた

んですが、ちょっとどこかで支援してもらえるところないかなと思って探してい

たんですが、それらしいところがなかったので、ちょっとお伺いしたいです。 

今、子ども食堂３カ所、葦原のコミセンと春日のコミセンと、10 月の終わりは

春日丘の公民館、それから 11 月になったら茨木公民館で、４カ所になるんですけ

れども、今のところ月１回の開催なんですが、まだまだ手探りの状態ではあるん

ですけれども、毎回 15 人から 30 人弱の子どもたちが来るんですね。余り宣伝で

きてないんですけれども。やっぱりそういうニーズがあるのかなというのを感じ

ています。 

実際の運営は食材を寄附してもらったり、ＮＰＯの会員の、ここにも会員の方

いらっしゃいますし、寄附をいただいたりするお金もありますけども、野菜とか

米類は結構寄附で賄えてしまうんですが、肉を買うと結構お金がかかるという。

子どもが 100 円、大人と子どもが一緒に来たときは大人は 300 円いただいている

んですけれども、できたらもっと回数もふやしたいし、場所もふやしていきたい

とは思っているんですが。例えば、公民館などの場所をとっていくのに、定期的

に開催をしたいのに、１カ月前でないと場所をおさえることができないとか、も

しくは使用料がかかるというのはもちろんなんですけれども、そういう優遇措置

をしてもらえないかなというのと、何らかの形で支援をしていただけたらなと思

うんですが、１回目、市長、副市長はじめ、いろんな行政関係の方も見学に来て

いただいて、どこかにニーズがあるというぐあいに感じているんですね。 

１年ぐらいたってくると、何となく状況も把握できると思うんですけれども、

今言いました、葦原、春日、春日丘、茨木という、さほど問題がありそうもない

場所でもやっぱり何人かの子どもたちが来る。もしくは親子で来るというケース

があるので、多少なりとも役に立っているなとは思うんですけども、こういう方

面に関しての支援をしていただける方法はどこかございませんか。 

福田会長 どなたかお答えいただけますでしょうか。何か検討していることとかございま

すか。 

事務局 

岡理事 

積極的に活発に、特に今年度になってから、子ども食堂、茨木市内でも各地で

開催いただいています。特に西之辻さんのところについては、一団体で複数を実

施いただいているんですけれども、ニーズがあるということは今のお話もそうで
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すし、実際にほかで実施なされている方からもお聞きしています。全国的にもこ

のような話題がいろんなところで出ておりますので、私たちとしてはどのような

方策をとれば、真に必要な子どもたち、親子に食の安全というか安定というか、

食の面での支援ができるのかというのは、まだちょっと研究しないといけないな

と考えています。自治体によっては既に支援、補助ということを実施していると

ころがありますけれども、そのあたりの取り組みを参考にさせてもらいながら、

茨木市として、どういうふうな考え方を持っていくかというのは、少し時間をい

ただいて考えさせてもらいたいと思っております。 

福田会長 ありがとうございました。西之辻さん、よろしいですか。 

西之辻委員 はい。 

福田会長 ありがとうございます。ご検討いただければと思います。 

ほかいかがでしょうか。 

木下（栄）委員。 

木下（栄）委

員 

子ども食堂の件なんですけれども、茨木市でも活動されていらっしゃるという

ことは耳にさせていただいていて、全国的にも子ども食堂の件、いろいろと聞く

んですけれども、なかなか定義づけが難しいのかな。行政として支援をするに当

たって、ちょっと記事があって、法政大学の先生が子ども食堂に関するところで、

いわゆるプレイパークの食事提供版なのか、無料塾の食事版なのかという議論も。

要は主体者と何を目的にするかも、子ども食堂と一口に言ってもいろんなケース

があって、それがどこを目指すのかというとこは、まだちょっと混沌としている

のかなという印象は持っています。ただ、それがじゃああかんやろうというので

はなくて、ぜひ進めていただきたいし、支援をするのであれば、西之辻委員がさ

れている活動もきちんと支援ができるような形で、双方何を整えれば支援が可能

になるのかというところはぜひやっていただいた上で、子どもたちに利益が行く

ような形になればなというふうに思いました。 

福田会長 ありがとうございました。 

ほかいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。余り時間的な余裕がないんですけれども、先ほどの子ど

も食堂のことに関して言いますと、多分数年前まで、地域に子どもの貧困がある

ということを認識している人たちというのは、本当に少なかったんじゃないかと

思うんですよね。でも子どもの貧困率等々が数値としてはっきり出てきた中で、

やはり支援を必要としている子ども、家庭が市民にいるんだということがわかっ

てきて、子ども食堂の活動、本当にすごい勢いで日本中で動き出して、先ほど木

下（栄）委員からもありましたように、これをどう定義づけするのかとか、多分

事務局のほうでご検討いただいていると思うんですけれども、これに法的な支援

というのをもしするとするなら、どんな枠組みが必要なのかというところという

のは、もう少し研究が必要なのかなというふうな気はいたしております。 

ただ、そういった中でベースとなるのは、今、西之辻さんがやっておられるよ

うな地域での活動ですよね。そういった地域で必要なニーズを見つけて、そこに

対応し出すところがぐっとふえてくると、社会の認識もしくは公的なサポートを
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する必要性というのが、かなり明らかになってくるのかなという気がしておりま

す。いろんなタイプの子ども食堂があります。委員の皆様もぜひ子ども食堂の報

道等にご関心を持って見ていただくと、何を子ども食堂というのかなという、結

構頭でクリアに整理するのって難しいんですけど、いろんな考え方がそこにある

んだということを理解しながら、茨木にはどういったものが必要なのか、もしか

したら、いろんなものが必要なのかもしれません。そこらを考えていただければ

なというふうに思います。ありがとうございました。 

時間的な余裕がございましたら、この対策を状況報告書(案）をベースとしなが

ら、委員の皆様方が地域で感じておられる子どもの貧困にかかわる現状や取組、

もしくは必要な施策等々についてもご意見いただきたいなというふうに思いまし

たけれども、なかなか十分な時間をとることができなくて申しわけありませんで

した。一応この三つ目については、こういった形で今いただきましたご意見も反

映しながら、報告書の修正が生じたところについては、私のほうで確認させてい

ただきながら確定させていただくと、そういうプロセスでよろしいでしょうか。 

ありがとうございます。そういった形で進めさせていただきたいと思います。 

では、最後に事務局から、事務連絡をお願いいたします。 

事務局 

中坂係長 

前回と今回、委員の皆様からご意見いただきました次世代育成支援行動計画平

成 27 年度実施状況報告書（案）と、「未来はかえられる」～子どもの貧困対策～

平成 27 年度実施報告書（案）につきましては、会長に確認いただいた後、市のホ

ームページで公開予定です。 

また、今回予定しておりました案件の子ども・若者支援庁内調整会議の報告に

つきましては、現在、子ども・若者の詳細な実態把握の整理を進めているところ

ですので、次回の会議で報告させていただきたいと考えております。 

次回の会議は来年の２月ごろに開催予定です。また委員の皆様には、改めて日

程調整のご連絡を差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

福田会長 ありがとうございました。 

本日の案件、以上ということになります。今、西之辻委員から茨木子ども食堂

の案内をいただきました。こちらに１部置いておきますので、帰りにごらんくだ

さい。 

それでは、これをもちまして、こども育成支援会議終了とさせていただきたい

と思います。長時間にわたりご協力いただきまして、ありがとうございました。 

次回もどうぞよろしくお願いいたします。 

 


